
医療的ケア児者に関する課題管理表（R8.3.9時点）

分野 No. 課題 課題解決に向けて必要な方策 具体的な取り組み

保健 1
コロナ禍で、医療機関や保護者と直接
面会することが難しくなり、個別支援に
支障が出ている。

面会をしなくても個別支援の質が保て
る支援方法を検討・実施する。

面会に代えて電話や文書で情報共有
することにより対応する。

済

福祉
支援学校や障害サービス事業所に通っ
ている医療的ケア児者に対して、同意
を得て情報を提供していただく。

着手

医療的ケア児者へのアンケートと併せ
て、同意いただける場合には名前や連
絡先等の情報を提供していただくよう呼
びかけた。
今後は県の医療的ケア児登録フォーム
を周知し、さらに情報把握を進める。

R8.2月末現在：登録者　10人
（参考）R7.4月時点で障害福祉課で把
握している医療的ケア児の人数　28人

医療機関や健康福祉センター等と連携
し、医療的ケア児の情報を共有できる
仕組みづくりを行う。

着手

庁内の関係課で連携会議を設け、それ
ぞれで把握している情報や課題の共有
を図ることを目指す。
まずは個人情報の目的外利用の問題
を整理するため、個人情報利用に関す
る事務を所管している所属に進め方を
確認中。

在宅避難時の停電などに備え、非常用
発電機等の購入を促進する。

非常用発電機等の購入に対する補助
を行う。

済

令和６年４月から日常生活用具の給付
対象品目として非常用電源装置を追加
した。

令和６年度　９件
R8.1月時点 支給決定実績　２件

在宅避難時の停電などに備え、利用機
器のバッテリー等に充電ができる施設
を確保する。

各行政センターに非常用電源を整備
し、優先的に充電できるようにする。

着手
危機管理課と方向性について認識を共
有済。今後地域支援部と協議を行って
いく。

2 災害時の支援体制が整っていない。

実施状況

1
市内の医療的ケア児者の実数を把握
できていない。

市内の医療的ケア児者の名簿を作成
する。

資料１
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資料１

福祉
医療的ケア児者について、災害時の避
難場所の指定も含めた個別避難計画
等を定める。

着手

市内で在宅生活を送るALS患者１名に
ついて、災害時等に近隣の障害者施設
に避難できるよう、本人と施設との橋渡
しをし、避難に関しての合意書を締結し
た。この合意内容をより具体化すること
で、今後の展開に向けたモデルケース
とする予定。

また、作成した個別避難計画の様式案
を元に、情報提供に同意をいただいて
いる医療的ケア児の保護者向けに作成
を依頼し、実際に作成にご協力いただ
いた方のうち２名に対し、今後の個別雛
計画の仕組みづくりの参考意見を聴取
するためヒアリングを実施。

医療的ケア児者が避難可能な福祉避
難所を増やす。

着手

市立養護学校について、医療的ケア児
者とその家族が災害時に避難可能な福
祉避難所となることに関し、福祉こども
部と教育委員会でおおむね合意し、現
在詳細な運用ルールについて最終調
整を行っている。

メディカルショートステイ制度を導入す
る。

済

令和６年４月１日から、県が実施するメ
ディカルショートステイ事業について、
横須賀市民も利用可能となった。

R7.12月末時点　利用登録者　16人
利用延日数　123日

未着手
長期的な視野で、入所施設等への勧奨
を行う。

着手
新規設立を検討している事業者に対す
る後方支援を行う。

動ける医ケア児者の受け入れ先の拡
大に向け、短期入所事業所への看護師
派遣を行う。

未着手
まずは現状把握や他都市の事例等の
情報収集を行う。

2 災害時の支援体制が整っていない。

医療型短期入所事業所を増やす、また
は既存施設の枠を増やす。

3
介護者の体調不良などの緊急時に預
けられる施設が不足している。

緊急時に一定期間医療的ケア児者を
受け入れてくれる施設を増やす。

在宅避難が難しい場合に、どこに避難
すべきかをあらかじめ決めておく。
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資料１

福祉 4
医療的ケア児者に対応できる移動支援
の事業者が不足している。

医療的ケア児者に対応できる移動支援
事業者を増やす。

移動支援事業者に対する支援策を充
実させる。

着手

医療的ケア児者の移動の課題も含め、
障害福祉課で作成した移動支援事業
の見直しのたたき台を元に、障害とくら
しの支援協議会にワーキンググループ
を設置し、内容について検討を実施。
この場での検討結果を踏まえ、令和８
年度から、医療的ケアが必要な人の移
動支援を行った際の事業所に対する報
酬の新たな加算を設ける。

学校の登下校時の送迎について、手段
を充実させる。

着手

令和７年度は、送迎を希望した市立養
護学校の生徒５名について、１人あたり
週３日登校・下校時の通学支援を実施
した。
登校時はワゴン車、下校時はスクール
タクシーを活用している。

学校や自宅への送迎が可能な事業所
を増やす。

着手

医療的ケア児者の移動の課題も含め、
事業者に対する実態把握のためのアン
ケート調査も踏まえて障害福祉課で作
成した移動支援事業の見直しのたたき
台を元に、障害とくらしの支援協議会に
ワーキンググループを設置し、内容に
ついて検討を実施。
医療的ケア児者に特化した内容ではな
いが、送迎を行う事業所の拡大を図る
ため、令和８年度に市単独事業として
新たな送迎加算や送迎車両の購入費
助成などの制度を創設する。

登下校時の送迎のはざまのニーズを把
握し、支援策を充実させる。
（送迎車から自宅内までの間の介助が
必要　など）

未着手
まずは広くニーズの聞き取りを行い、課
題抽出を行う。

6
夜間のたん吸引等の対応で介護者が
疲弊している。

介護者のレスパイト策を充実させる。
在宅レスパイトを目的とする訪問看護
の長時間利用を可能とするため、訪問
看護事業所への補助を行う。

済

医療保険に基づく訪問看護の時間に加
えて看護を行った場合に、訪問看護ス
テーションに市から報酬を支払う制度を
実施する。

R8.2月末時点　登録者　13人
協定訪問看護ステーション　８カ所
延利用時間　144時間

医療的ケア児の親の就労が難しい。

学齢期のこどもであれば、通学～学校
～放課後デイ～帰宅の間を、支援者が
バトンタッチしながら切れ目なく支援し、
親が日中まとめて時間が作れるように
する。

5
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資料１

福祉 6
夜間のたん吸引等の対応で介護者が
疲弊している。

介護者のレスパイト策を充実させる。
土日などに受け入れができる放課後等
デイサービス事業所などを増やす。

未着手

喀痰吸引等（第三号）資格を持つスタッ
フが対応しても報酬の加算が付かない
などの課題も踏まえ、どのようなインセ
ンティブがあれば実施してもらえるか検
討する。

巡回入浴サービスの拡充を図る。
巡回入浴サービスの利用回数等の拡
充を図る。

着手
令和８年度から、夏季の利用回数を月
６回から８回に拡充する。

巡回入浴サービス以外の入浴支援策
を実施する。

高齢者の介護施設等、入浴設備が整
備されている施設に受け入れの協力依
頼をする。

未着手
協力してもらえる施設があるのか、どう
いう条件であれば協力してもらえるかな
ど、検討を進める。

保育 1
看護師を配置したいが、なり手がいな
いため、医療的ケア児が受け入れられ
ない。

保育園等に看護師を配置できるような
支援策を実施する。

保育園等に勤める看護師に対し、処遇
の向上を図る。

済

市で採用する、医療的ケアを行う看護
師の時給を近隣市と同等レベルに引き
上げを行った。

※R8.4月開園の南こども園についても、
看護師採用済み

医療的ケア児等コーディネーターを配
置する。

済

市内の保育園・幼稚園・認定こども園等
には、子育て支援課を通じてメールでち
らしを一斉送信し周知を図ったが、今後
も継続的に周知を図る。

医療的ケア児を受け入れている園同士
の情報共有や協議の場を設置する。

着手

ブランチ主催の研修等で、個々の園同
士の交流は増えつつある。公立の園同
士については、来年度定期的な会議を
設ける予定。

医療的ケア児の保育に関するガイドラ
インを作成する。

関係者による検討の場を設け、ガイドラ
インを作成する。

済 ガイドラインを作成し、HPで公表済み。

入園判断の基準となるガイドラインを作
成する。

済
他都市を参考に横須賀市のガイドライ
ン案を作成し、令和７年度からこの内容
に沿って入園調整を実施している。

各園に直接入園申し込みの相談が入っ
てしまっている状態から、相談窓口を統
一する。

済
医療的ケア児の入園相談は、市の子育
て支援課の入園係に一本化した。

教育 1
学校への登校時にスクールバス等での
お迎えがない、下校時に毎日スクール
タクシーが使えない。

学校の登下校時の送迎について、手段
を充実させる。

（再掲）学校の登下校時の送迎につい
て、手段を充実させる。

着手

（再掲）令和７年度は、送迎を希望した
市立養護学校の生徒５名について、１
人あたり週３日登校・下校時の通学支
援を実施した。
登校時はワゴン車、下校時はスクール
タクシーを活用している。

7 入浴介助の負担が大きい。

医療的ケア児の保育に関する相談窓
口やネットワークを構築する。

2
医療的ケア児を預かった際の、保育現
場での対応の不安感を解消する制度
がない。

3
医療的ケア児の入園調整の仕組みが
確立されていない。

医療的ケア児の入園調整の仕組みを
作る。
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資料１

教育 1
学校への登校時にスクールバス等での
お迎えがない、下校時に毎日スクール
タクシーが使えない。

学校の登下校時の送迎について、手段
を充実させる。

県立特別支援学校の医療的ケア児通
学支援事業の利用促進を行う。

未着手

協力事業所も増え、徐々に利用が広
がっているが、行政として直接的な利用
促進のための取り組みは行えていな
い。

教育 2

通常級や特別支援学級に通う医療的
ケア児について、必要な医療ケアを行う
のに保護者が付き添いをしないといけ
ない。

学校に看護師を派遣する仕組みを作
る。

訪問看護事業所から看護師を派遣して
もらう事業を実施する。

済

市で直接雇用している看護師のほか、
令和７年度からは訪問看護ステーショ
ンと委託契約し、学校に看護師を派遣
する体制を整備している。
令和７年度は、常時の医療的ケアが必
要な市立小学校在籍の２名について、
１名は会計年度任用職員の学校看護
師、もう１名は業務委託契約した訪問看
護ステーションの看護師が、それぞれ
主治医の指示書に基づいた医療的ケ
アを実施している。

その他 1
外出先で利用できるトイレの情報が少
ない。

医療的ケア児が使いやすいトイレの情
報を集約し提供する。

みんなのトイレの広さやユニバーサル
シートの設置有無などについて、アン
ケート等で情報収集する。

未着手
まず効果的な情報収集や提供方法に
ついて検討する。

2
医療的ケア児者の支援に対応可能な
訪問看護師が少ない。

限られた看護師人材を活かす仕組みづ
くりを行う。

3

医療物品について、大きな病院に比べ
て規模の小さい病院では同じ負担額で
も貰える数が少なく、経済的負担が大
きい。
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